
 

 

  

 
土木部河川整備課  

■主な修正概要 

〇宇多川（洪水予報河川）の基準水位の見直し  

   

  【理由】基準水位(水防団待機水位、氾濫注意水位、避難判断水位、氾濫危険水位)の

見直しについて市町村と協議が整ったため。 

※補足説明 

・平成２５年６月の災害対策基本法の改正により、基準水位の設定方法に係る規定が 

改定となったことを受け、順次、県管理河川の基準水位の見直しを進めてきたが、 

宇多川については、令和元年１０月の東日本台風による被害及びその後の改良復旧 

事業等を反映し、現状に合わせた基準水位を検討することとなった。 

・令和６年度に宇多川の復旧工事が完了したため、県と相馬市で協議し基準水位を変 

更することとなった。 
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